
天
正
十
年
八
月
サ
一
日
前
回
利
家
拾
三
伎
を
寄
地
し
一
ハ
四
〉
凶
賀

l
妙
成
寺
の
伽
磁
の
中
本
堂
・
五
霊
塔
・
閲

た
が
、
元
利
七
年
三
且
十
七
日
利
常
改
め
て
入
拾
六
一
山
蛍
は
、
明
治
三
十
九
年
四
局
特
別
保
被
建
造
物
に

石
三
斗
飴
を
寄
挫
し
、
寛
永
ご
十
年
十
周
二
十
日
光
一
指
定
せ
ら
れ
、
香
前
堂
・
コ
一
光
堂
・
棲
門
・
鏡
槙
・
醤
院
・

高
の
寄
総
高
三
拾
四
石
八
斗
一
升
を
加
へ
て
、
合
計
一
経
堂
は
、
大
正
六
年
八

R
同
じ
く
特
別
保
制
限
建
造
物

百
二
十
一
石
一
斗
僚
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
と
な
っ
た
。
そ
の
構
造
は
各
左
の
如
く
で
あ
る
。

ハ
ニ
〉
世
代

l
妙
成
寺
の
世
代
は
、
関
組
日
像
、
二
代
一
本
堂
。
桁
行
五
閥
、
梁
間
五
問
、
車
層
、
屋
根
入
母

日
来
、
三
代
源
務
、
四
代
潮
源
、
五
代
日
立
、
六
代
一
屋
建
、
桟
瓦
琵
o
本
館
は
一
塔
爾
館
、
四
天
王
四
帯

日
存
、
七
代
日
従
、
八
代
日
氏
、
九
代
日
舜
、
十
代
一
一
腕
。

日
明
、
十
一
代
日
元
、
十
二
代
日
議
、
十
三
代
日
鵬
、
一
五
霊
塔
o
方
三
間
五
倍
、
屋
線
柿
張
。
露
盤
下
ま
で

十
四
代
日
悼
、
十
五
代
日
係
、
十
六
代
日
袋
、
十
七
一
高
さ
二
七
米
二
七
、
相
輪
頂
上
ま
で
高
さ
三
回
米
一

代
日
係
、
十
八
代
日
俊
、
十
九
代
日
滋
、
二
十
代
日
一
入
。

畿
、
サ
一
代
日
慢
、
サ
ニ
代
日
陶
、
サ
三
代

H
苑
、
一
閉
山
堂
。
桁
行
五
閥
、
梁
閲
五
問
、
照
倍
、
屋
根
入

品u
四
代
日
意
、
廿
五
代
日
陵
、
サ
六
代
日
瞬
、
サ
七
一
母
屋
造
、
捜
瓦
琵
。
本
寧
日
蓮
大
替
躍
。

代
日
培
、
サ
入
代
日
妙
、
サ
九
代
日
投
、
三
十
代
日
一
番
紳
欽
一
名
祈
願
堂
。
コ
一
閲
批
流
造
、
和
桜
、
屋
棋

誠
、
一
一
一
十
一
代
日
妹
、
一
一
一
十
二
代
日
陸
、
三
十
三
代
一
柿
売
価
械
、
鬼
石
付
。
ハ
こ
の
建
築
に
附
随
し
た
拝
殿

日
端
、
一
一
一
十
四
代
日
策
、
三
十
五
代
日
海
、
三
十
六
一
は
、
明
治
初
年
期
羽
咋
郡
岡
井
の
機
襲
闘
比
時
前
祉
に

代
目
敵
、
三
十
七
代
日
京
、
コ
一
十
八
代
日
慈
ハ
十
二
-
移
築
せ
ら
れ
で
あ
る
。
〉

代
同
名
v
、
三
十
九
代
日
義
ハ
二
十
代
同
各
ν
、
四
十
代
一
三
光
堂
一
名
銀
守
堂
。
桁
行
五
問
、
梁
間
五
問
、
期

日
盤
、
四
十
一
代
日
停
、
四
十
二
代
日
局
、
四
十
一
一
一
一
層
、
屋
棋
入
母
屋
造
、
柿
葺
ハ
現
今
桟
瓦
琵
〉
。
本
寧

代
日
潟
、
四
十
四
代
目
均
、
四
十
五
代
日
義
ハ
再
住
〉
二
日
天
王
・
用
天
王
・
明
足
天
王
。

四
十
六
代
日
猛
を
鍬
へ
て
明
治
期
に
入
る
。
一
般
門
。
一
一
一
間
一
戸
。
屋
総
入
母
屋
造
、
柿
琵
ハ
現
今
器

会
一
一
)
伽
踏

l
妙
成
寺
の
劉
存
伽
践
の
成
っ
た
の
は
、
一
瓦
持
〉
。

主
と
し
て
前
聞
利
常
の
慨
に
あ
っ
た
。
初
め
常
寺
十
一
節
模
。
桁
行
三
関
、
梁
聞
こ
閥
、
和
桜
、
一
軍
層
、
袴

四
代
に
日
消
防
と
い
ふ
者
が
あ
っ
た
が
、
利
常
の
生
母
一
腰
、
.
毘
線
入
母
屋
遣
、
柿
発
。

諜
縞
院
の
兄
で
あ
っ
た
鏡
、
穏
縞
院
は
利
常
に
総
う
一
普
段
。
桁
行
七
閥
、
梁
間
七
閥
、

mm閥
、
屋
根
回
注

て
慶
長
十
九
年
四
周
本
蛍
を
建
て
、
番
紳
堂
も
亦
悶
一
造
、
筏
瓦
張
。

年
に
成
っ
た
。
元
和
元
年
目
指
印
返
隠
し
て
日
僚
が
代
一
経
堂
。
桁
行
三
閥
、
梁
閲
五
閥
、
車
騒
、
屋
根
四
注

っ
た
が
亦
諒
翻
院
の
甥
で
あ
っ
た
の
で
、
利
常
乃
ち
一
活
、
檎
皮
弾
。
木
骨
格
一
塔
踊
愈
。

同
寺
の
規
模
を
蛾
援
し
叶
間
二
年
寄
殿
を
、
同
四
年
五
一
叉
寺
臓
の
什
貸
巾
閥
貨
に
指
定
せ
ら
れ
た
も
の
は
左

霊
塔
を
、
九
年
三
党
堂
を
、
箆
永
元
年
組
師
蛍
を
、
一
の
濁
り
で
あ
る
。

二
年
楼
門
・
銃
強
を
起
き
し
め
た
0
.耐
し
て
経
堂
は
一
山
水
時
給
机
は
長
さ
九
・
九
一
一
割
、
幅
三
七
・
入
入
額
九

前
凶
綱
紀
の
寛
文
九
年
に
十
八
代
日
俊
の
時
に
諮
ら
一
高
さ
二
五
・
七
六
纏
を
測
り
、
料
紙
宮
と
共
に
前
回

れ

た

。

利

常

の

女

浩

妙

院

の

鍾

愛

晶

で

あ

る

。

表

面

は

鉛

・

、、、ョ

螺
銅
・
金
具
を
蹴
込
ん
だ
松
・
備
等
に
鵠
勉
を
配
置
せ

る
岡
採
で
、
頗
る
繊
細
な
金
銀
研
邸
時
給
が
描
か
れ
、

地
に
は
卒
目
粉
を
蒔
き
、
厨
々
突
の
紋
が
徴
さ
れ
て

あ
る
。
脚
及
び
裏
面
は
金
梨
子
地
に
し
て
、
金
具
の

代
り
に
老
練
な
底
草
を
附
暫
時
給
と
し
、
共
の
倒
採

頗
る
馳
制
緩
繊
巧
な
作
で
あ
る
。
明
治
三
十
三
年
四
用

同
質
に
指
定
せ
ら
れ
た
。

山
水
時
給
料
紙
包
は
長
さ
三
九
・
三
九
師
側
、
崎
三
三
・

三
コ
一
題
、
高
さ
一
こ
・
二
一
額
一
を
測
。
、
菊
・
桔
梗
等

を
巧
に
描
い
た
金
銀
研
出
時
給
に
し
て
、
花
等
に
螺

銅
・
金
具
を
用
ひ
ら
れ
、
内
面
は
金
梨
子
地
で
、
精

巧
な
作
で
あ
る
。
机
と
同
作
で
恐
ら
〈
之
に
附
因
し

た
も
の
で
あ
ら
う
。
明
治
三
十
三
年
四
局
岡
賢
に
指

定
せ
ら
れ
た
。

こ
の
外
笛
寺
に
は
法
懇
経
一
邸
の
版
木
が
あ
っ
て
、

臆
永
二
十
二
年
に
剥
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
別
に

正
長
元
年
の
法
住
寺
版
に
依
っ
て
印
刷
せ
ら
れ
た
法

務
経
八
容
も
あ
る

0
4ホ
ケ
キ
ヨ
ウ
法
務
経
。

ハ
玉
〉
塔
頭
!
妙
成
寺
の
塔
頭
凡
ぺ
て
七
寺
。
本
鐙
坊

は
天

E
六
年
本
提
院
日
態
の
建
て
る
所
。
王
様
坊
は

天
正
十
一
日
叩
玉
臨
時
院
日
妙
の
建
て
る
所
。
大
銀
坊
は

鹿
長
元
年
妙
成
寺
十
一
代
日
充
の
建
て
る
所
。
悶
融

坊
は
慶
長
七
年
恕
臨
院
日
詳
の
建
て
る
腕
。
醤
住
坊

は
鹿
長
十
五
年
妙
成
寺
十
四
代
日
悼
の
建
て
る
腕
。

畠
迩
坊
は
元
和
三
年
妙
成
寺
十
三
代
日
臨
の
建
て
る

所
。
一
林
坊
は
寛
永
十
入
年
妙
成
寺
十
五
代
日
僚
の

建
て
る
所
で
あ
る
。
是
等
の
内
昌
運
坊
と
一
林
坊
と

は
今
存
せ
ぬ
。

ミ
ヨ
ウ
ジ
ヨ
ウ
セ
キ
明
星
石
鳳
至
郡
明
千
寺

ハ
部
落
名
〉
の
明
泉
寺
に
あ
る
。
能
登
誌
に
、
『
一
一
説
に

此
寺
元
は
白
餓
山
勅
定
寺
と
漉
せ
し
を
、
天
よ
り
恩

下
り
石
と
成
、
冷
水
涌
出
し
に
依
て
明
泉
寺
と
践
す

と
。
則
今
寺
中
に
明
星
の
拙
・
明
星
の
石
と
い
ふ
あ

。
。
』
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
.
石
動
山
天
平
寺
の
天
漢
石

の
侍
読
に
倣
う
た
も
の
で
、
共
に
限
.
石
で
は
な
い
。

旬
、
、
ヨ
ウ
ジ
ン
イ
ハ
明
神
岩
能
美
郡
若
原
地
内

に
あ
っ
て
、
今
夜
明
前
の
岩
と
も
い
ふ
。
奇
岩
大
日

河
時
に
突
出
し
、
高
さ
一
入
米
除
、
頂
上
方
三
米
六
。

上
に
日
周
を
祭
神
と
す
る
小
嗣
が
あ
る
。

ξ
ヨ
ウ
ジ
ン
ノ
明
紳
野
鹿
島
郡
腕
J

口
の
小

手
。
鋸
多
本
宮
が
小
丸
山
か
ら
こ
の
地
に
移
さ
れ
た

後
に
起
っ
た
名
穏
で
あ
ら
う
。
天
正
十
七
年
九
用
品
u

一
一
日
前
田
利
家
在
印
、
小
島
既
日
百
姓
中
宛
腕
の
文

替
に
、
所
口
愚
政
の
替
地
と
し
て
明
跡
野
の
荒
地
を

附
奥
す
る
と
あ
り
、
鹿
安
三
年
十
用
品
u
入
目
前
倒
利

常
が
翁
多
本
宮
へ
の
寄
挫
紋
に
は
、
鹿
島
郡
明
柿
野

之
内
煎
拾
依
之
磁
を
祉
領
と
す
る
と
あ
る
か
ら
、
一

時
村
名
で
あ
っ
た
と
見
え
る
が
、
後
に
は
腕
ロ
の
小

名
と
な
っ
た
。

εヨ
ウ
ジ
ン
ヤ
チ
明
神
谷
内
河
北
郡
井
上
庄

に
鴎
す
る
部
wm
。
品
名
は
も
と
谷
内
明
榊
の
祉
が
あ

っ
た
に
困
る
。

ミ
ヨ
ウ
セ
イ
ジ
妙
清
寺
石
川
郡
金
石
に
在
っ

て
、
震
宗
束
波
に
鴎
す
る
o

sヨ
ウ
セ
ツ
ジ
名
器
寺
.
石
川
郡
大
河
嶋
に
在

っ
て
、
国
民
宗
東
涯
に
臨
す
る
。
明
治
十
一
年
八
月
寺

般
公
稽
の
許
可
を
得
た
。

ミ
ヨ
ウ
セ
ン
ジ
明
泉
寺
腿
島
郡
尼
崎
に
在
っ

て
、
長
宗
商
波
に
臨
す
る
。
初
め
阿
部
水
自
に
ゐ
た

が
、
鹿
安
一
一
一
年
今
の
腕
に
移
っ
た
と
い
ふ
。

ミ
ヨ
ウ
セ
ン
タ
明
泉
寺
鳳
至
郡
明
千
寺
に
在

っ
て
、
震
言
宗
に
毘
す
る
。
山
畿
は
白
焼
山
。
能
菅

名
跡
志
に
、
『
白
焼
山
明
泉
寺
と
い
ひ
て
鰐
寺
あ
り
。

勅
定
山
と
も
い
ふ
。
孝
徳
天
皇
勅
願
腕
に
し
て
、
白

紙

m
年
中
草
創
の
寺
な
り
。
本
寧
千
手
観
音
は
春
日
の

作
也
げ
趣
験
あ

b
k也
。
共
外
行
基
菩
箆
・
弘
法
比
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